
 
                  

 
 

福島県最低賃金の改正を諮問 

 

 
  福島労働局長（河西直人）は、福島地方最低賃金審議会（会長 鈴木和郎）に

対し、福島県最低賃金（現行時間額８２８円）の改正を諮問します。 
同審議会の開催日時は次のとおりです。 

 
   日時  令和４年７月４日（月）１３：３０～ 
   場所  福島合同庁舎３階共用会議室（福島市霞町１－４６） 

※ 会議は公開。諮問の際の写真撮影可。 
 
 
※  福島地方最低賃金審議会は、労働局長の諮問を受けて、最低賃金改正の調査・

審議を行った後、労働局長に改定額について答申します。 
  その後、労働局長の決定・公示を経て改定された最低賃金が発効します。（別

添参照） 
 
※  取材に当たってのお願い 

取材を希望される報道関係者の方は、６月 30 日（木）正午までに別紙にて氏

名（ふりがな）・勤務先または所属団体・電話番号を明記の上、FAX でお申し込

みください。 
〔申込先〕福島労働局労働基準部賃金室（担当：二見）FAX：024-536-4670 

 
  なお、コロナウイルス感染拡大防止のため、各社 2 名以内でお願いします。 

また、会場の都合により、申し込みを先着順とさせていただく場合があります

のでご了承ください。 
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参 考 
 
 福島県最低賃金について 
 

１ 福島県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者に適用される最低

賃金です。 
 
  ２ 現行は時間額８２８円（効力発生日 令和３年１０月１日）です。 

 福島県最低賃金の金額の推移は表１のとおりです。 
 

  ３ 中央最低賃金審議会は、47 都道府県をＡからＤの４ランクに区分けし、

このランクごとに地方の最低賃金の改正額の目安となる引上げ額を示して

おり、福島県はＤランクで現行の時間額８２８円は全国３１位となっていま

す。（表２） 
 
 

表１ 福島県最低賃金の金額の推移 
 

年度 時間額

（円） 
引上げ額

（円） 
引上げ率

（％） 発効日 

平２４ 
 ２５ 
 ２６ 
 ２７ 
 ２８ 
 ２９ 
 ３０ 
令 元 
  ２ 
    ３ 

   ６６４ 
  ６７５ 
  ６８９ 
  ７０５ 
  ７２６ 
  ７４８ 

７７２ 
７９８ 

  ８００ 
  ８２８ 

    ６ 
   １１ 
   １４ 
   １６ 
   ２１ 
   ２２ 

２４ 
２６ 
 ２ 

   ２８ 

  ０．９ 
  １．７ 
  ２．１ 
  ２．３ 
  ３．０ 
  ３．０ 

３．２ 
３．４ 

  ０．３ 
  ３．５ 

平成  24.10.1 
      25.10.6 
   26.10.4 
   27.10.3 
   28.10.1 
   29.10.1 
   30.10.1 
令和 元.10.1 

２.10.2 
３.10.1 

 
  



 
                  

【 出 席 連 絡 票 】 

 
 

FAX ０２４－５３６－４６７０ 

福島労働局労働基準部賃金室 二見 あて 

 

報道機関名 氏  名 

  

  

 
 
 

ご担当者                        
 
ご連絡先     （    ）             
 
 
 

※ ６月３０日（木）正午までに FAXにてご連絡ください。 
 

 

別 紙  


